
児童虐待とは 保護者がその監護する18歳未満の児童に対し、

「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」

の行為を行うことをいいます。

県民の方へ 虐待から子供を守るためには、地域の皆さんの気づきが重要です。子

供のひどい泣き声がする、大人の怒鳴り声が聞こえる、不自然な傷やあ

ざがあるなど「虐待かも…」と思うようなことがあれば、迷わず110番通

報や児童相談所虐待対応ダイヤルへ連絡をしてください。

各種相談窓口（２４時間受付）～児童虐待かも…と思ったら～ 
                                                                

〇児童相談所虐待対応ダイヤル 局番なしの１８９（いちはやく）  

〇子育ての悩み児童相談所相談専用ダイヤル   

０１２０－１８９－７８３（いちはやく おなやみを） 

 
指名手配被疑者の検挙に御協力をお願いします！ 

 

 令和７年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は、凶悪事件な 
どで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者をはじめとして、約590人 
に上っています。 
 これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐 
欺、横領等の事件に関して指名手配されており、再び犯行を行うおそれがあり 
ます。 
 警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、11月中に全国警察の総 
力を挙げて追跡捜査を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでい 
るところです。 
 指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、県民の皆さんの御協力が是非 
とも必要です。 
 指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情報など、どんなわずかな 
ことでも結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。 
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